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水防法の改正

１．水防法改正の背景など
・ 局所的な集中豪雨が多発しており、流域が比較的小さい
中小河川での予警報体制の充実が必要。
・ 災害時に的確な行動が行われるよう危険の程度を実感
できる情報提供が必要できる情報提供が必要。
・ 災害時要養護者に対する支援策の充実、警戒避難体制
の充実が必要。の充実が必要。
・ 地域コミュニティの衰退、水防団員の減少等の現在の社
会状況に即した共助体制の再構築が必要。

平成１７年５月に洪水ハザードマップの作成を含めた水防法の
部を改正する法律が公布され 同７月に施行される一部を改正する法律が公布され、同７月に施行される。



水防法改正の概要

▼ 改正ポイント

大河川の洪水予報の充実

第１０条 国の機関が行う洪水予報

災害時情報提供の充実

第１２条 水位の通報及び公表

第１３条 水位情報の通知及び周知



浸水想定区域及び洪水ハザードマップの作成促進

第１４条 浸水想定区域指定対象河川の拡大

第１４条第１項
大臣及び知事は、洪水予報河川及び水位情報周知指定河川について、
浸水想定区域を指定浸水想定区域を指定。

附則第２項
都道府県知事が第１３条第１項又は第２項の規定により指定した河川と
みなされた河川については、平成22年3月31日までに、第14条第1項のみなされた河川については、平成22年3月31日までに、第14条第1項の
規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。

現 行
努 力 目 標

改 正
義 務 づ け

浸水想定区域図の作成

ハザードマップの作成

浸水想定区域図の作成

ハザードマップの作成



水防協力団体制度の創設等

第３６条 水防協力団体の指定

第３８条 水防団等との連携

第６条の三 退職報償金

地下施設における避難確保計画の作成
高齢者等が主に利用する施設への洪水予報等の伝達

第１５条 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保する
ための措置















中川テラス

水戸橋の架け替え



今後の課題
１ ド対策１．ハード対策
・ 台風時などにおいて人的な対策を進める「水防上注意を要する箇所」など、治水
安全度を高める対策が必要な箇所が沿川流域に多く残っている。

２．ソフト対策
１）ハザードマップの課題
＜浸水想定区域図＞
○河川管理者・区域ごとに作成されており、他の河川の増水等の影響はないものとしている。
広範 も被害 大き た 数 所 破 を想定 る○広範囲に最も被害の大きいシミュレーションのため、数十か所の破堤を想定していること。

＜避難計画・広域避難＞
○ハザードマップ毎に、避難（広域）が計画されている。
○数十万人の区外避難に関して説明会等でも疑問の声がある○数十万人の区外避難に関して説明会等でも疑問の声がある。
○広域避難プロジェクトで検討しているが、応援協定等に関して自治体間の温度差がある。
○仮に大半の区民が避難した場合の治安対策等を構築する必要がある。

＜災害対策本部＞
○広域避難をした場合の区災害対策本部運営と受け入れ先との関係が不明確である。
○避難準備、避難勧告などの重要な発令に関するマニュアルが未整備である。
○水害時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定する必要がある。 など

２）局地的豪雨の観測強化２）局地的豪雨の観測強化


